
特 記 仕 様 書（令和8年4月1日以降適用） 

Ⅰ． 業 務 概 要 

 

1  委 託 業 務 名 

 

2  委託 業務箇 所 

 

 

 

 

3  業 務 仕 様 

 

 

 

4  対 象 業 務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ． 共 通 仕 様 

 

1  一般 共通事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  建物内施設等の 

利用 

 

3 提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｒ８企総管 川口ダム管理所他 消防用設備保守業務 

 

   那賀郡那賀町吉野字イヤ谷７２－１    川口ダム管理所 

  那賀郡那賀町吉野字イヤ谷６９－１    川口寮 

  那賀郡那賀町長安字向イ２０－１４    長安口ダム資料館 

   那賀郡那賀町日浦字池ノ本９－１          日野谷発電所中央倉庫 

 

  本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全 

 業務共通仕様書(令和５年版)」(以下「共仕」という。)による。なお、国土交通省大臣官 

 房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書及び同解説(令和５年版)」を参考とする。 

 

  本仕様書の対象業務は、消防法第１７条の３の３及び同法施行規則第３１条の６に基づ 

 き、川口ダム管理所、川口寮、長安口ダム資料館及び日野谷発電所中央倉庫において次の 

 消防用設備の機器点検及び総合点検を行うものとする。 

（１）消火器設備 

（２）自動火災報知設備 

（３）誘導灯設備 

（４）防火戸設備 

（５）排煙設備 

（６）避難器具設備 

 

 

 

（１）適用範囲 

全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場

合の優先順位は、次の順番とする。 

ア 委託契約書 

イ 特記仕様書(図面、機器リスト等を含む) 

ウ 共仕 

（２）受注者の負担の範囲 

次に示す物品等は、受注者の負担とする。 

ア 点検に必要な工具、計測機器等の機材(設備機器に付属して設置されているものを除

く) 

イ 保守に必要となる軽微な消耗部品、材料、油脂等（別に定める材料は除く) 

 

業務の実施に必要な電力、水道については、無償で使用できるものとする。 

 

 

（１）受注者は、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】（以下「ガイドライ

ン」という。）」を準用し、各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下

「電子納品」という。）しなければならない。なお、ガイドライン中の「工事」は

「業務」に、「現場説明書」は「特記仕様書」に、「しゅん工」は「完了」にそれぞ

れ読み替えるものとする。 

（２）ガイドラインで特に記載が無い項目については、施設管理担当者（監督員）（以下

「施設管理担当者」という。）と協議の上、提出するものとする。 

（３）受注者は、都合により電子納品できないときは、施設管理担当者と協議の上、全て

の書類又は図面のみを紙納品することができる。 

 

 



特 記 仕 様 書（令和8年4月1日以降適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  業務 現場管 理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  業 務 条 件 

 

 

 

 

6  業務に伴う廃棄 

物の処理等 

 

 

 

 

 

（４）受注者は上に定める電子成果品（正・副２部）の、次に掲げる図書を紙媒体により

指定期日までに提出しなければならない。ただし、施設管理担当者が特に認めた場合

はこの限りでない。 

   ア 業務計画書       契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に  ２部 

    （ア） 業務概要                       （イ） 実施方針 

     （ウ） 作業方法                        （エ） 工程表 

    （オ） 業務組織計画            （カ） 主要機械器具 

    （キ） 使用する主な図書及び基準      （ク） 打合せ計画 

    （ケ） その他 

  イ 定期点検報告書       定期点検実施後速やかに 第１回点検分   ３部 

                            第２回点検分   ３部 

  ゥ 業務写真             委託業務完了報告書提出日までに      ３部 

  エ その他発注者の指示する図書                             指示部数 

 

（１）次の各項に留意し、業務を履行すること。 

ア 業務対象設備以外の箇所であっても、既成部分の損傷箇所を発見した場合は、速や

かに施設管理担当者に報告する。 

イ 本業務の実施に際し、原則として火気等の危険物は使用しない。火気等を使用する

場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十

分注意する。 

（２）業務責任者の選任 

業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、次の事項について書面により施設管理

担当者に提出する。なお、責任者を変更した場合も同様とする。 

ア 氏名・年齢・資格者証(写)・当該業務の実務経験年数 

※「受注者との雇用関係を証明する書類（健康保険証等）」は施設管理担当者に提

示すること。 

（３）業務従事者の選任 

ア 業務の実施に先立ち、業務従事者に関する次の事項について、書面により施設管理

担当者に提出する。なお、業務従事者に変更があった場合についても同様とする。 

（ア）氏名・年齢・当該業務の実務経験年数 

（イ）所属(下請負者の場合は会社名) 

イ 業務従事者については、業務を遂行する上で必要となる知識及び技術について、特

に訓練された者（法令により資格の定めがある業務については、当該資格を有してい

る者）を選任する。また、業務の一部において下請負者を使用する場合は、当該業務

の実施に十分な能力を有する者を選任する。 

（４）代替要員を用いる場合は、前（３）号による。 

（５）業務従事者の服装は、業務及び作業に適した服装で統一されたものとし、名札又は 

腕章等を着けて業務を行う。 

 

本業務の実施日時は、施設管理担当者が特に指定する日を除き、原則として受注者の通

常勤務日における勤務時間内に実施するものとする。ただし、業務対象設備に不時の障害

が発生した場合は、施設管理担当者の指示により速やかに業務従事者を派遣して原因調

査、応急措置等にあたること。 

 

業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理とその必要経費は、受注者において負担する。

処分については、関係法令等を遵守し、適正に処分すること。 

 

 

 

 

 



特 記 仕 様 書（令和8年4月1日以降適用） 

7  作業 用仮設 物 

・持込資機材等 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ． 特 記 仕 様 

 

1  業 務 内 容 

 

 

2  点 検 周 期 

 

 

 

3  点検及び保守に 

伴う注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

4  応 急 措 置 等 

 

 

 

 

（１）業務の実施に必要な足場、仮囲い等は、受注者の負担とし、労働安全衛生法、建築 

基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令に従い、適切な材料及び構造 

のものとする。 

（２）点検作業のために持ち込んだ資機材については、原則として毎回持ち帰るものとす

る。 

ただし、業務が複数日に渡る場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には

残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。 

（３）業務で使用する機械油、薬品、その他危険物の取扱いについては、それぞれの関係

法令により適正に取扱う。 

 

 

 

（１）業務は、別紙に定める「保守点検表」について機器点検及び総合点検を行うものと

する。なお、業務遂行において疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。 

 

   点検周期は、次のとおりとする。 

（１）消防用設備機器点検:２回（１回／６ヶ月） 

 （２）消防用設備総合点検:１回（１回／年） 

 

点検及び保守の実施に当たっては、次の各項に留意する。 

（１）あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 

（２）測定を行う点検は、定められた測定機器又は、当該事項専用の測定機器を使用す

る。 

（３）異常を発見した場合は、同様な異常の発生が予想される箇所の点検も行う。 

（４）点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 

（５）点検及び保守の実施に際し、仕上材、構造材等一部撤去又は損傷を伴う場合には、

あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 

 

（１）点検の結果、対象部分に劣化がある場合、又は継続使用することにより著しい損傷

又は関連する部材、機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法によ

り応急措置(危険防止措置)を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 

（２）応急措置等にかかる費用の負担については、施設管理担当者との協議による。 

 

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

構 造 ・ 規 模 川口ダム管理所：RC造、地上4階、延べ面積857.46㎡　　修理工場：S造、地上2階、延べ面積223.52㎡

予備発電機室、燃料室：RC造、地上1階、延べ面積81.00㎡

1-(1). 消火器設備

住 所 徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷72-1

名 称 川口ダム管理所

用 途 第16項ロ（消防法施行令　別表第1）

－別紙１－
保守点検表（川口ダム管理所）

粉末消火器 蓄圧式  1.5 kg 1 本 消防指定の様式

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容 備考

粉末消火器 蓄圧式  6.0 kg 6 本 消防指定の様式

粉末消火器 蓄圧式  3.0 kg 10 本 消防指定の様式

2028

薬剤重量
更新予定年 備考

粉末消火器 蓄圧式　20.0 kg 1 本 消防指定の様式

1-(2). 消火器一覧

No 設置場所 製造社 製造番号 製造年 記号 型式番号
種類 重量

蓄圧式 消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg

1F 通路中央 ハツタ C774627 2023 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC

2F 上り階段横 ハツタ C021498 2022 PEP-20

1F トイレ横 ハツタ C032454 2023 PEP-20

3.0 kg

2027

消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2028蓄圧式

3F 会議室前廊下 ハツタ C032866 2023 PEP-20

2F 制御室 ヤマト 001663 2024 YA-5NX

蓄圧式 消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2028

消第30-7号 粉末ABC 1.5 kg 2029蓄圧式

1F 学習室 ハツタ C774634 2023 PEP-10N

3F 機械室内 ハツタ C021500 2022 PEP-20

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028

消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2027蓄圧式

4F 機械室前 ハツタ C673264 2022 PEP-10N

1F 展示室 ハツタ C774639 2023 PEP-10N

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2027

消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028蓄圧式

修理工場 2F ハツタ C809609 2025 PEP-10N

修理工場 1F ハツタ C810322 2025 PEP-10N

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2030

消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2030蓄圧式

修理工場 DG室屋外 ハツタ C031179 2025 PEP-20

修理工場 DG室 ハツタ C031196 2025 PEP-20

蓄圧式 消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2030

消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2030蓄圧式

予備発電機室屋内 ハツタ C774763 2023 PEP-10N

修理工場 DG室屋外 ハツタ C004779 2025 PEP-50

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028

消第23-105号 粉末ABC 20.0 kg 2030蓄圧式

予備発電機室屋内 ハツタ C774795 2023 PEP-10N

予備発電機室屋内 ハツタ C774790 2023 PEP-10N

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028

消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028蓄圧式

2. 自動火災報知設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容 備考

消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028予備発電機室屋内 ハツタ C774805 2023 PEP-10N 蓄圧式

定温式感知器 スポット型 6 個 消防指定の様式

差動式感知器 スポット型 26 個 消防指定の様式

副受信機を含む

火災報知機 Ｐ型２級 4 個 消防指定の様式

光電式感知器 スポット型 3 個 消防指定の様式

3. 誘導灯設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容

受信機 Ｐ型２級壁掛型 2 面 消防指定の様式

通路誘導灯 1 灯 消防指定の様式

備考

避難口誘導灯 7 灯 消防指定の様式

備考

緩降機 1 組 消防指定の様式

4. 避難器具設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容



D N

U P

UP

DN

AD

AD

AD

U P

AD

AD

AD

AD

AD

AD

川口ダム管理所　３Ｆ

川口ダム管理所　２Ｆ

川口ダム管理所　１Ｆ

P

B

S

凡例

差動式スポット型感知器

S 光電式スポット型感知器：露出形

受信機

火災報知機（総合盤、音響装置付） 通路誘導灯P B

火災報知機（P型発信機）P

P

B

粉末消火器

P

B

S

定温式スポット型感知器：防水形

避難口誘導灯

副受信機

避難はしご（緩降機）

―別紙２―

（川口ダム自然エネルギーミュージアム）



D N

AD

AD

AD

予備発電機室

予備発電機

O

予備発電機室

予備発電機

O

AD

AD

AD

AD

ADAD

AD

AD

修理工場　２Ｆ

川口ダム管理所　４Ｆ

P

S

修理工場　１Ｆ

凡例

差動式スポット型感知器

S 光電式スポット型感知器：露出形

受信機

火災報知機（総合盤、音響装置付）P B

火災報知機（P型発信機）P

定温式スポット型感知器：防水形

通路誘導灯

粉末消火器

避難口誘導灯

副受信機

―別紙３―



1

2

3

4

5

6

7

8

2028

3F 給湯器付近 ハツタ 774727 2023 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028

2F 給湯器付近 ハツタ 774696 2023 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg

備考

避難はしご ハッチ用 4 台 消防指定の様式

5. 避難はしご

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容

4. 防火戸設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容

誘導標識 4 個 消防指定の様式

備考

防火扉 5 枚 別途指示

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容 備考

差動式感知器 スポット型 76 個 消防指定の様式

1 面 消防指定の様式

3. 誘導標識

光電式感知器 消防指定の様式個14スポット型 防火扉用3個含む

火災報知機 Ｐ型２級

備考

天井裏設置分45個含む

42スポット型定温式感知器 消防指定の様式個

粉末ABC 3.0 kg 2029蓄圧式

2. 自動火災報知設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容

蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2029

消第29-1号

2F 廊下

2F 廊下

ハツタ

ハツタ 691980

3F 廊下 ハツタ 711737 2024 PEP-10N

3F 廊下 ハツタ 711802 2024 PEP-10N

2024 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg

1-(2). 消火器一覧

No. 設置場所 製造社 製造番号 製造年 記号 型式番号
薬剤重量

粉末消火器 蓄圧式  3.0 kg 8 本 消防指定の様式

1-(1). 消火器設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容 備考

住 所 徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷69-1

名 称 川口寮

用 途 第5項ロ（消防法施行令　別表第1）

構 造 ・ 規 模 鉄骨造、地上3階、延べ面積1153.99㎡

－別紙４－
保守点検表（川口寮）

6 個 消防指定の様式

受信機 Ｐ型２級壁掛型

更新予定年 備考
種類 重量

1F 廊下 ハツタ 711720 2024 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2029

1F 食堂 ハツタ 692001

711835 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 20292024 PEP-10N

2029

2024 PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 2029粉末ABC 3.0 kg



D

P型1級10窓(複合盤)

AD

AD
AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

凡例

差動式スポット型感知器

S 光電式スポット型感知器：露出形

定温式スポット型感知器：防水形

受信機

火災報知機（総合盤、音響装置付）

誘導標識

S 光電式スポット型感知器：露出形D

定温式スポット型感知器
0

P B

川口寮　１Ｆ

川口寮　２Ｆ

川口寮　３Ｆ

防火扉

（防火扉用）

―別紙５―

粉末消火器

差動式スポット型感知器
（天井裏設置分）

避難はしご（緩降機）

P B

P B

0

0

0

0

P B

0

0

0

0

P B

S
S
D

S

S
S

S

0
0

0

0
0

0

0

0

S

S

S
S

S

S
D

S

P B

P B

S D

庇

UP

PS

UP

PS

UP

PS

PS

PS

便所

PS

PS

脱衣室

洗面PS

PS



1

薬剤重量

2. 自動火災報知設備

点検内容

消防指定の様式

備考

天井裏設置分5個含む

更新予定年

2029

1-(1). 消火器設備

ヤマト

製造番号

820872

製造年

備考

高さ9mの高所に設置

備考

2

単位

灯

点検内容

消防指定の様式

個

枚

点検内容

別途指示

別途指示

備考

名称

粉末消火器

形状寸法

蓄圧式  3.0 kg

数量

消防指定の様式

蓄圧式

種類

粉末ABC

設置場所 型式番号

消第27-60-1号 事務室内

製造社

本

点検内容

消防指定の様式

2024 YA-10NX

記号No.

スポット型

スポット型

スポット型

－別紙６－

徳島県那賀郡那賀町長安字向イ20-14

長安口ダム資料館

第8項（消防法施行令　別表第1）

木造、地上1階、延べ面積196.52㎡

住 所

名 称

用 途

構 造 ・ 規 模

保守点検表（長安口ダム資料館）

備考

数量

13

1

2

1

1

単位

個

個

個

1

単位

重量

3.0 kg

消防指定の様式

消防指定の様式

消防指定の様式

1-(2). 消火器一覧

形状寸法

連動制御装置

排煙窓

形状寸法 数量

5

11

受信機

4. 排煙設備

3. 誘導灯設備

名称

避難口誘導灯

形状寸法 数量

名称

Ｐ型２級

Ｐ型２級壁掛型

単位

名称

差動式感知器

定温式感知器

光電式感知器

個

面

火災報知機



AD

AD

凡例

差動式スポット型感知器

S 光電式スポット型感知器：露出形

定温式スポット型感知器：防水形

受信機

連動制御装置

火災報知機（総合盤、音響装置付）

避難口誘導灯

粉末消火器

P B

長安口ダム資料館

差動式スポット型感知器
（天井裏設置分）

S S

P B

排煙窓

―別紙７―



1

2

3

2027

住 所 徳島県那賀郡那賀町日浦字池ノ本９－１

名 称 日野谷発電所中央倉庫

用 途 第14項（消防法施行令　別表第1）

－別紙８－
保守点検表（日野谷発電所中央倉庫）

備考

構 造 ・ 規 模 S造、地上2階、延べ面積332.73㎡

1-(1). 消火器設備

名称 形状寸法 数量 単位 点検内容

粉末消火器 蓄圧式  3.0 kg 1 本 消防指定の様式

中央倉庫 1F ハツタ C032903 2023 PEP-20

1-(2). 消火器一覧

No. 設置場所 製造社 製造番号 製造年 記号 型式番号

蓄圧式 消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg 2028

薬剤重量
更新予定年 備考

種類 重量

中央倉庫 2F ハツタ C021604 2022 PEP-20

PEP-10N 蓄圧式 消第29-1号 粉末ABC 3.0 kg 2028

粉末消火器 蓄圧式  6.0 kg 2 本 消防指定の様式

蓄圧式 消第23-148号 粉末ABC 6.0 kg

中央倉庫 屋外 ハツタ C774744 2023



AD

AD

UP

１Ｆ平面図

保管室保管室

DN

２Ｆ平面図

吹抜保管室

AD

AD

凡例

粉末消火器

日野谷発電所中央倉庫

―別紙９―


